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(別紙)

民泊の法制化に関する意見書

訪日外国人観光客の急増に伴い、住宅を活用したいわゆる「民泊サービス」が普及

している。

しかしながら、ルールが設けられていない中で、地域によっては騒音やごみの出し

方等で近隣住民とのトラブルが起きている事例がある。

これらのことを受け、国においては、安全性の確保、地域住民とのトラブル防止及

び観光立国の推進を基本的な視点とする検討会が設置され、このほどその最終報告で、

「民泊サービス」については、既存の旅館業法とは別の新たな法整備に取り組むこと

とされたところである。

ついては、国におかれては、法制化に当たり、「民泊サービス」と旅館業を明確に

区別した上で下記のとおり取り組まれるよう要望する。

記

１ 宿泊者の安全を確保し、地域住民の安心・安全な生活環境を守ることができるよ

う、例えば、公衆衛生、防火・防災及び防犯等の管理責任を明確にする等、旅館業

に準じたルールを設けること。

２ 地域の実情に応じた条例化が可能となるよう配慮すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
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